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　電車は、子どもから
高齢の方まで誰もが利
用しやすく、特に車を
運転しない人にとって
はなくてはならない大
切な交通手段です。
　しかし、近年道路交通網の進展により、紀勢
本線の乗降客数は年々減少しています。生活
基盤であることはもとより、地域振興や産業
振興にとっても欠かせない紀勢本線を、地域
で支えることも必要です。私たち地域の鉄道
を守るためにも、旅行などお出かけの際には、
　☆　安全性が高い
　☆　地球環境への影響が少ない
　☆　渋滞なしで時間に正確
といった利点の多い電車を、ぜひご利用ください。

【紀勢本線活性化促進協議会】

紀勢本線を利用しよう
　センターには、永年の
職業を通じて豊かな経
験と能力をもつ高齢者
の方々が会員として登
録されており、多岐にわ
たる仕事が可能です。
　仕事のご依頼のほか、会員への登録について
など、詳しいお問い合わせ、お申し込みは下記連
絡先までお願いします。

〒649-1213　日高町大字高家630番地
（日高町農村環境改善センター内）
月曜～金曜　9：30～12：00��13：00～16：00
　　　　　　　　　　　　　�（昼休みは不在）

仕事のご依頼を
　お待ちしています！

日高町シルバー人材センター

☎70・0385
E-mail:hidakacho.sjc@za.ztv.ne.jp

仕事のご依頼を
　お待ちしています！

【お問い合わせ先】
　疑問がある場合には、直接、宮内庁式部職あてに、
郵便番号、住所、氏名を書き、返信用切手をはった封筒
を添えて、9月20日までにお問い合わせください。詠
進の注意事項・その他詳しくは、宮内庁ホームページ

（http://www.kunaicho.go.jp/）をご参照ください。

　平成31年の歌会始のお題が「光
ひかり

」と定められました。
　（注） お題は「光」ですが、歌に詠む場合は「光」の文

字が詠み込まれていればよく、「光線」「栄光」
のような熟語にしても、また、「光る」のように
訓読しても差し支えありません。

■詠進要領
（１）詠進歌は、お題を詠み込んだ自作の短歌で一人
一首とし、未発表のものに限ります。

（２）書式は、半紙（習字用の半紙）を横長に用い、右
半分にお題と短歌、左半分に郵便番号、住所、電話番
号、氏名（本名、ふりがなつき）、生年月日、性別および
職業（なるべく具体的に）を縦書きで書いてください

（書式図参照）。
　無職の場合は、「無職」と書いてください（以前に職
業に就いたことがある場合には、なるべく元の職業
を書いてください）。
　なお、主婦の場合は、単に「主婦」と書いても差し支
えありません。

（３）用紙は、半紙とし、記載事項は全て毛筆で自書し
てください。ただし、海外から詠進する場合は、用紙
は随意（但し、半紙サイズ24cm×33cmの横長）とし、
毛筆でなくても差し支えありません。

歌会始のお題と詠進要領
平成31年は「光」

（４）病気または身体障がいのため毛筆にて自書する
ことができない場合は、下記によることができます。
ア　代筆（墨書）による。代筆の理由、代筆者の住所お
よび氏名を別紙に書いて詠進歌に添えてください。
イ　本人がワープロやパソコンなどを使用して印
字する。この場合、これらの機器を使用した理由を
別紙に書いて詠進歌に添えてください。
ウ　視覚障がいの方は、点字で詠進しても差し支え
ありません。
■詠進の期間
　平成30年９月30日まで（当日消印有効）
■あて先

「〒100-8111 宮内庁」
とし、封筒に「詠進歌」と
書き添えてください。

（詠進歌は、小さく折って封入し
て差し支えありません）
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書式図（横長）
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